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皆様、こんにちは！

事務所の周りでは、桜がちょうど見頃を迎えています！

と同時に、花粉もピークを迎えています！(笑)

つい先日まで、確定申告でバタバタしていたかと思うと、一瞬のうちに春が訪れました。
新年度ということで、異動や新入社員が入り、新しい風が吹く会社様も多いのではないで
しょうか。

我々も新たな気持ちで、精一杯サポートさせていただきます！

それでは今月のメルマガをお送り致しますので、
宜しくお願い致します！

代表・税理士　高木　功治
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～交際費の平成26年度改正～

平成26年度の税制改正では、法人税の交際費等の損金不算入制度について、
次の2つの見直しが行われ、適用期限を2年延長することとされました。

前々回でもお知らせしましたが、今回は交際費のみに絞ってお伝え致します。

1.すべての法人（大法人を含みます）は、交際費等の額のうち、
飲食のために支出する費用の額の50％を損金の額に算入することができます。
なお、飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する
接待等のために支出する費用（いわゆる社内接待費）を含まないこととされています。

2.中小法人は、中小法人に係る損金算入の特例（定額控除額800万円）について、
その適用期限を2年延長することとされ、上記１との選択制で有利な方法を選ぶことがで
きます。
一方、飲食費の5,000円基準は税制改正には記されていませんが、
今回の見直しでも存置されるようです。



中小企業は、交際費の金額が年間で800万円以下であれば、今までと同じということで
す。
一方、資本金1億円超の大企業は、全額経費対象外であったものが、飲食費の50％が経費
として
認められることとなりました。

ご質問等不明な点がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹 
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～消費税、印紙税について～

今月1日から、いよいよ消費税が8％に上がりました。

いざとなると、意外といつの請求から8％にしたらいいのかわからない方もいらっしゃる
と思います。

8％になるのは、請求日が4月以降かどうかではなく、
売った時（物を渡したとき、サービスが完了したとき）が4月以降かどうかです。

また、こちらがきちんと理解していたとしても、先方からの請求書が誤っている場合もあ
りますので、
しっかり確認が必要になります。

また、印紙税も変更になりました。
今までは、3万円以上の金額で200円の印紙が必要でしたが、
4月以降は5万円以上の金額で200円の印紙が必要になります（納税者有利になりました）
。

特に、小売店や飲食店など、領収書を発行する機会がある方は、
間違えて3万円を超えたからといって、5万円未満の金額に貼らないようにお気を付け下さ
い。

メールマガジン編集担当　　矢合　真弓 
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『「不可能」の反対語は「可能」ではない。「挑戦」だ』

-　ジャッキー・ロビンソン（大リーガー）　-

黒人で初めての大リーガーとなったジャッキーの言葉です。
まだ人種差別の厳しかった当時ですので、大リーガーになるのは
相当な苦労があったのだと思います。

しかし、事を為すにあたって、出来るか出来ないかは分かりません。
まずやってみることです。



「人は不可能と言うかもしれない。
しかし、可能にする前にまずは挑戦することだ」

常に挑戦する姿勢は大変ですが、やらない言い訳ではなく
やる言い訳として心がけたいです。

メールマガジン編集担当　本田　裕介
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東京経営者大学（後継経営者、幹部育成講座）第2期生が開講中です。

東京経営者大学とは、経営コンサルタント会社で30年使用してきた
コンサルティングノウハウを、経営者と幹部を育成するために
提供していただくものです。

ただ講座を受けて聞いているだけの座学ではなく、自ら考え、行動し、
それを発表するというトレーニングサイクルを行うことで、
経営者として、また幹部としての成長を促すものです。

そこで、しっかりとプロのコンサルタントの先生のもとで学び、
顧問させていただいている私たちの立場から、
継続した行動が行われているかを確認させていただくことで、
短期的で終わらず、継続した成長が実現できます。

また、一緒に学ぶ経営者の同志ができることで、
今後もお互いに助け合いながら自社の経営に役立てることもできます。

第1期生の参加者の方々は、日に日に参加者同士信頼関係が生まれ、
新たなビジネスチャンスを掴んだ方も多くいらっしゃいます！

ご興味のある方は、見学が出来ますので、
各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい！！

担当：本田　裕介 
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東京は桜が満開になり、桜並木を散歩するのはとても気持ちよく感じます。
花粉症の方は大変そうですが。。。

以前、テレビか何かで、
「美しいものを見て素直に美しいと思える心が美しい」との言葉を聞いて、
本当にそうだな、と納得したことがありました。

せっかく綺麗な桜が咲いていても、目の前の仕事とか、



やらなければならないことばかりに頭がとられて、
咲いた花の綺麗さとか、春の気温の変化とかに気づかないようになってしまうと、
人の変化にも気づかないような気がします。

せっかく自分のためを思って気を利かせてくれたことでも、
気づかないような人になってしまう気がします。

自然のありがたさ、人のありがたさをいつも感じることができる人間になりたいと
改めて思った今日この頃です。

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客 様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、 
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所 として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――― ―――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象 に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下 さい。
info@kudan-tax.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★九段会計事務所☆★☆★☆★☆★☆★
  ★☆★☆★☆★☆★☆★密・着・革・命！☆★☆★☆★☆★☆★

〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ
TEL　　 03-3222-5271



FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudantax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp


